
京都市北部山間移住促進地域助成金交付要綱 

 

平成２８年７月１日 

 

 （趣旨） 

 第１条 この要綱は、過疎化が進行する京都市の北部山間地域において、伝統・文化、温かい地域

コミュニティが息づく暮らしを将来へと引き継いでいくため、地域主体で実施される移住促進

の取組に対する京都市北部山間移住促進地域助成金（以下「助成金」という。）の交付に関し、

京都市補助金等の交付等に関する条例及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

 第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによ

る。 

  ⑴ 北部山間地域 別表１に掲げる地域とする。 

  ⑵ 移住 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条第１項に規定する転入をいう。 

  ⑶ 移住者 北部山間地域に移住してきた者をいう。ただし、次に該当するものは除く。 

   ア 移住した日以前１年以内において、北部山間地域に居住していたことがある者 

   イ 北部山間地域内で住所を変更した者 

   ウ 福祉施設等に入所又は病院に入院等のために移住した者 

   エ 事業所への赴任のために、その期間の居住を前提に移住した者 

   オ その他、本制度の趣旨に照らし、対象として相応しくないと市長が判断した者 

 

 （交付対象事業） 

 第３条 助成金の交付対象となる事業は、移住促進のために行う、移住者受入れに向けた取組及

び移住者の定着に向けた取組とし、次の各号のとおりとする。 

  ⑴ 地域からの情報発信 

  ⑵ 地域での移住相談・空き家調査 

  ⑶ 地域での暮らし体験や移住者交流イベント等の実施 

  ⑷ 地域住民の機運を高める取組 

  ⑸ 中・長期の居住体験のための住宅整備等 

  ⑹ その他市長が認める事業 

 

 （交付の対象団体）  

 第４条 助成金は、前条に掲げる移住者受入れに向けた取組を行う京都市地域コミュニティ活性

化推進条例第２条第３号に定める地域自治を担う住民組織のうち、北部山間地域において地域

自治を担う住民組織に対して交付する。  

 

 



 （助成金の額） 

 第５条 助成金は、予算の範囲内において、別表２に掲げる区分ごとに、対象事業に要する経費に

補助率を乗じて得た額、かつ上限額の範囲内とし、その合計額は別表１に掲げる地域ごとに年

額 1,000,000円以内とする。 

２ 次の各号に掲げる経費は、交付の対象外とする。  

⑴ 団体等の維持・運営に係る経費 

⑵ 固定資産の購入等に要する経費 

⑶ 販売等営利を目的として調達する物品等に係る経費 

⑷ その他市長が適当でないと認める経費 

 

 （交付の申請） 

 第６条 京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定による申請は、助成金の交付の対象

となる事業実施日の１４日前までに、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

  ⑴ 京都市北部山間移住促進地域助成金交付申請書（第１号様式） 

  ⑵ 京都市北部山間移住促進地域助成金収支予算書（第２号様式） 

  ⑶ その他市長が必要と認める書類 

 

（交付の決定及び標準処理期間） 

 第７条 市長は、前条の規定による申請が到達してから１４日以内に、当該申請の内容を審査し、

交付又は不交付の決定をするものとする。 

 ２ 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、京都市北部山間移住促進地域助成金交付

決定通知書（第３号様式）により、不交付を決定したときは、京都市北部山間移住促進地域助成

金不交付決定通知書（第４号様式）により、それぞれ当該団体に通知する。 

 

（助成金の概算払） 

 第８条 交付の決定を受けた団体は、助成金の交付予定額の５分の４以内の額について概算払を

受けることができる。 

 ２ 前項の規定による助成金の概算払を受けようとするときは、京都市北部山間移住促進地域助

成金概算払請求書（第５号様式）を市長に提出するものとする。 

 

 （助成事業の内容変更、休止等の報告） 

 第９条 交付の決定を受けた団体は、事業の内容若しくは経費の配分の変更又は中止をしようと

するときは、軽微な変更を除いて、あらかじめ京都市北部山間移住促進地域助成金計画変更・中

止承認申請書（第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。 

⑴ 助成目的達成のために関連する事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合 

⑵ 助成目的の変更をもたらすものでなく、かつ、助成団体等の自由な創意により計画変更を認

めることが、より能率的な助成目的達成に資すると考えられる場合 



⑶ 助成目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更である場合 

⑷ 事務費間の流用で、流用先の経費に対する流用額の比率が極めて低い場合 

 ３ 経費の配分を変更しようとするときは、第１項の規定による申請書に、変更内容を反映した

第６条第２号の規定による書類を添えて提出しなければならない。 

 ４ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、これを審査し、止むを得ないと認め

るときは、これを承認し、交付決定団体に通知する。 

 

 （実績報告） 

 第１０条 交付の決定を受けた団体は、事業が完了した後１箇月以内又は当該年度の３月３１日

のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

⑴ 京都市北部山間移住促進地域助成金実績報告書（第７号様式） 

⑵ 京都市北部山間移住促進地域助成金収支決算書（第８号様式） 

⑶ 領収書の写し 

⑷ 事業実績を証する成果物、事業の実施状況が判断できる写真等 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

 ２ 交付の決定を受けた団体は、本市が実施する広報活動に当たり、前項第４号に規定する成果

物、写真等を提供するなど、協力するものとする。 

 

 （交付額の確定） 

 第１１条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、適当と認めるときは、助成金の

交付額を確定し、京都市北部山間移住促進地域助成金交付額確定通知書（第９号様式）により、

通知する。 

 

 （助成金の請求） 

 第１２条 交付額の確定を受けた団体は、京都市北部山間移住促進地域助成金請求書（第１０号

様式）を市長に提出するものとする。 

 

 （補則） 

 第１３条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は文化市民局長が定め

る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２８年７月１日から施行する。 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

（施行期日） 

 この要綱は、令和元年６月１日から施行する。 

 



 （施行期日） 

 この要綱は、令和３年５月１日から施行する。 

（施行期日） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

この要綱による改正前の京都市北部山間移住促進地域助成金交付要綱（以下「改正前の要綱」とい

う。）第５条第１項第２号の規定により補助金の交付を受けたものが、この要綱による改正後の要綱

第６条の規定により助成金の交付を申請する場合は、改正前の要綱第５条第１項第２号の規定を適

用する。 

 この場合において、申請時にあっては、京都市北部山間移住促進地域助成金交付申請書（第１１号

様式）を、実績報告時にあっては、京都市北部山間移住促進地域助成金実績報告書（第１２号様式）

及び京都市北部山間移住促進地域助成金世帯別明細書（第１３号様式）を併せて市長に提出するも

のとする。 

 

別表１ 

行政区 地域名（１６地域） 

北区 中川、小野郷、雲ヶ畑 

左京区 花脊、別所、広河原、久多、大原 

右京区 水尾、宕陰、京北（周山、弓削、山国、黒田、宇津、細野） 

 

別表２ 

区 分 対象事業 助成率 限度額 

ア 地域からの情報発信 ・ホームページの開設 

・チラシ等の啓発物作成 

・空き家マップ 

・田舎暮らし紹介ガイドブック 

・看板作成 

・都市部における移住促進ＰＲイベントへの 

参画               など 

１００％ ５０万円 

イ 地域での移住相談・空き

家調査 

・移住相談窓口の設置 

・移住相談、現地案内対応 

・空き家調査対応          など 

１００％ ５０万円 

ウ 地域での暮らし体験イベ

ント等の実施 

・田舎暮らし体験イベント 

・移住者交流イベント        など 
８０％ ５０万円 

エ 地域住民の機運を高める

取組 

・研修会（実地研修を含む。）の実施 

・研修会への参加 

・地域における移住促進に係る会議  など 

１００％ 
１０万円 

オ 中・長期の居住体験のた

めの住宅の整備等 

・お試し住居を開設するための改修費・家財

処分費など 

※ 助成した次年度から３年間以上お試し住

居を継続すること 

※ １つの物件について、１回の助成に限る。 

１００％ 

１００万

円 

カ その他市長が認める事業  ５０％ ２０万円 



別表３ 京都市北部山間移住促進地域助成金交付取扱基準 

項目 対象経費等 

講師等謝金  助成の上限：１人当たり１時間１万円、１日当たり５万円 

旅費  助成総額の上限：１０万円 

消耗品費 

・備品費 

 助成の上限：１個当たり５万円 

小修繕費  助成の上限：年５万円 

改修費  お試し住居を開設するための住宅改修に係る費用 

家財処分費  お試し住居を開設するための家財処分に係る費用 

賃借料  事業に必要な会場使用料及び機材等の賃貸借（レンタル）に係る費用等 

印刷費  チラシ・パンフレット等の作成、印刷に要する費用や広告費 

保険料  イベント保険等の保険料 

日当 

別表２ イの関連経費のみ 

 移住希望者への移住相談対応、現地案内対応に係る日当（実費弁償を含む。） 

 助成の上限：１人当たり１時間千円かつ１日５千円まで 

 助成総額の上限：２０万円 

飲食費 

 事業の一部として飲食を提供する場合の参加者数×１千円を上限とする食

糧費・材料費 

 会議等の茶菓代 

通信費 
 事業に必要な郵送料 

 移住相談窓口に設置する電話の通信料（助成の上限：月額３千円） 

その他の 

経費 

会場設営等、業務の一部を外部に委託した費用 

活動の記録に要する費用 

工事請負費 

銀行等の振込み手数料 

その他市長が認めるもの 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

 

京都市北部山間移住促進地域助成金交付申請書 

 

 

（宛先）京都市長 年  月  日 

申請団体の住所（主たる事務所） 申請団体の名称及び代表者の氏名 

 

                  

電話   － 

 

 

事業の名称  

事業の内容 

該当する項目にチェックしてください。 

□ 地域からの情報発信 

□ 地域での移住相談 

□ 地域での暮らし体験イベント等の実施 

□ 地域住民の機運を高める取組 

□ 中・長期の居住体験のための住宅整備等 

□ その他の事業（                    ） 

取組の概要 

 

 

 

 



第２号様式（第６条関係） 

 

京都市北部山間移住促進地域助成金収支予算書 

 

（宛先）京都市長 年  月  日 

申請団体の住所（主たる事務所） 

 

申請団体の名称及び代表者の氏名 

 

                  

電話   － 

 

１ 収 入 

項  目 金額（円） 

１ 助成金 

 

２ その他 

 

合  計  

 

２ 支 出  

事業の内容 金額（円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計  



第３号様式（第７条関係） 

京都市指令   第  号 

  年  月  日 

 

      様 

 京都市長         

 

 

 

京都市北部山間移住促進地域助成金交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった京都市北部山間移住促進地域助成金について、下記の

とおり交付することを決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

２ 交付予定額          円 

 

３ 交付の条件 

（１）  事業の変更又は中止をしようとするときは、京都市長の承認を得なければならない。 

（２）  事業が完了した後１箇月以内又は当該年度３月３１日のいずれか早い日までに、実績報告

書を提出しなければならない。 

    なお、特に必要があると認めるときは、事業の終了前に、助成金の交付予定額の５分の４ 

以内の額について概算払することができる。 

（３）  この助成金が交付された後、次の事項に該当すると認められる場合は、助成金の交付金額

の全額又は一部を返還しなければならない。 

    ア 不正の手段により、助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。 

    イ 助成金の交付の目的以外に助成金を使用したとき。 

    ウ 京都市北部山間移住促進地域助成金交付要綱第９条第４項の規定により、変更又は 

中止の承認を受けたとき。 

    エ 助成金の全部又は一部を使用しなかったとき。 

    オ 京都市北部山間移住促進地域助成金交付要綱の規定に違反したとき。 

  



第４号様式（第７条関係） 

京都市指令   第  号 

  年  月  日 

          

          様 

  京都市長         

 

 

 

 

京都市北部山間移住促進地域助成金不交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった京都市北部山間移住促進地域助成金について、下記の

とおり不交付とすることを決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

 

 

２ 不交付の理由 

 

 

 

（教 示） 

１ この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、京都市長に

対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起

算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

２ また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長

の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判

所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長とな

ります。）ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該

審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し

の訴えを提起することはできなくなります。 



第５号様式（第８条関係） 

 

京都市北部山間移住促進地域助成金概算払請求書 

 

 

（宛先）京都市長       年  月  日 

申請団体の住所（主たる事務所） 申請団体の名称及び代表者の氏名 

 

                 

電話   － 

 

 

京都市補助金等の交付等に関する条例第２１条第２項の規定により、補助金の概

算払を請求します。 

交付決定日 年   月   日 

交付予定額                    円 

補助金の請求額                    円 

 

 

振 

込 

口 

座 

□ 登録済みの口座（１口座のみ登録）→以下記入不要です。 

□ 登録済みの口座（複数口座を登録）のうち、下記の口座→口座番号まで記入してください。 

□ 登録していない下記の口座→全て記入してください。 

金融機関名 店舗名 預金種目 口座番号 

  □ 普通（総合） 

□ 当座 

□ 貯蓄 

□ その他 

       

口座名義 

（フリガ

ナ） 

                  

                  

口座名義 

（漢字等） 

 



第６号様式（第９条関係） 

 

 

 

京都市北部山間移住促進地域助成金計画変更・中止承認申請書 

 

 

（宛先）京都市長 年   月   日 

申請団体の住所（主たる事務所） 申請団体の名称及び代表者の氏名 

 

                  

電話   － 

 

 

   年  月  日付けで助成金の交付決定の通知を受けた事業の計画を、下記のとおり変更・

中止したいので承認願います。 

 

 

記 

 

 

１ 事業の名称 

 

 

 

 

２ 変更・中止の内容 

 

 

 

３ 変更・中止の理由 



第７号様式（第１０条関係） 

 

京都市北部山間移住促進地域助成金実績報告書 

 

（宛先）京都市長    年   月   日 

申請団体の住所（主たる事務所） 申請団体の名称及び代表者の氏名 

 

                  

電話   － 

 

京都市補助金等の交付等に関する条例第１８条の規定により、京都市北部山間移住促進地域助成

金の実績について報告します。 

記 

 

交付決定日    年  月  日 完了年月日     年  月  日 

事業の名称  

事業の内容 

該当する項目にチェックしてください。 

□ 地域からの情報発信 

□ 地域での移住相談 

□ 地域での暮らし体験イベント等の実施 

□ 地域住民の機運を高める取組 

□ 中・長期の居住体験のための住宅整備等 

□ その他の事業（                    ） 

 

取組の概要 

事業費                              円 

※事業実績を証する成果物、事業の実施状況が判断できる写真等を添付してください。 

※提出された成果物、写真等は本市広報物に掲載する場合があります。また、その他広報活動への

御協力をお願いする場合があります。 



第８号様式（第１０条関係） 

 

京都市北部山間移住促進地域助成金収支決算書 

 

（宛先）京都市長 年   月   日 

申請団体の住所（主たる事務所） 

 

申請団体の名称及び代表者の氏名 

 

                

電話   － 

 

 

１ 収 入 

項  目 金額（円） 

１ 助成金 

 

２ その他 

 

合  計  

 

２ 支 出  

事業の内容 金額（円） 

  

合  計  

※領収書の写しを添付してください。 

※その他、市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。 

  



第９号様式（第１１条関係） 

京都市指令  第   号 

    年  月  日 

                 様  

 

                           京都市長          

                             

 

 

京都市北部山間移住促進地域助成金交付額確定通知書 

 

   年 月 日付け、京都市指令  第  号をもって交付決定した京都市北部山間移住促進地域

助成金については、下記のとおり補助金交付額を確定したので、通知します。 

 

 

記 

 

 

 

事 業 名  

補 助 金 交 付 予 定 額 円（概算払    円、基本払     円） 

補 助 金 確 定 交 付 額 円（概算払    円、基本払     円） 

 



第１０号様式（第１２条関係） 

 

京都市北部山間移住促進地域助成金請求書 

 

（宛先）京都市長     年  月  日 

申請団体の住所（主たる事務所） 

 

 

 

申請団体の名称及び代表者の氏名 

 

                     

電話     ‐     

 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第２１条第１項の規定により、補助金の支払いを請求します。 

交 付 額 確 定 日        年     月     日 

事 業 名  

 

補 助 金 の 請 求 額 金               円 

 

振 

込 

口 

座 

□ 登録済みの口座（１口座のみ登録）→以下記入不要です。 

□ 登録済みの口座（複数口座を登録）のうち、下記の口座→口座番号まで記入してください。 

□ 登録していない下記の口座→全て記入してください。 

金融機関名 店舗名 預金種目 口座番号 

  □ 普通（総合） 

□ 当座 

□ 貯蓄 

□ その他 

       

口座名義 

（フリガナ） 

                  

                  

口座名義 

（漢字等） 

 

 

 



第１１号様式（経過措置関係） 

 

京都市北部山間移住促進地域助成金交付申請書（経過措置） 

 

 

移住者の定着に向けた取組 

本事業の対

象となる移

住者 

移住 

年月日 氏 名 住 所 

18 歳 

以下 

・  ・    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

事業の内容 

該当する項目にチェックしてください。 

□ 移住者への地元の農産物、特産物等の提供 

□ 移住者の自治会費、テレビ共聴組合費等の負担 

□ 移住者の北部山間地域の公共交通利用料の負担 

□ 移住者への暖房器具や除雪機等の提供 

□ 移住者を歓迎するイベントの実施 

□ その他の事業（                      ） 

  



第１２号様式（経過措置関係） 

 

京都市北部山間移住促進地域助成金実績報告書（経過措置） 

 

（宛先）京都市長    年   月   日 

申請団体の住所（主たる事務所） 申請団体の名称及び代表者の氏名 

 

                  

電話   － 

 

京都市補助金等の交付等に関する条例第１８条の規定により、京都市北部山間移住促進地域助成

金の実績について報告します。 

 

記 

 

交付決定日    年  月  日 完了年月日     年  月  日 

事業費 

(経過措置関係) 
                           円 

 

移住者の定着に向けた取組 

本事業の対

象とした移

住者 

移住 

年月日 氏 名 住 所 

18 歳 

以下 

・  ・    

    

    

    

    

    

    

    



事業の内容 

該当する項目にチェックしてください。 

□ 移住者への地元の農産物、特産物等の提供 

□ 移住者の自治会費、テレビ共聴組合費等の負担 

□ 移住者の北部山間地域の公共交通利用料の負担 

□ 移住者への暖房器具や除雪機等の提供 

□ 移住者を歓迎するイベントの実施 

□ その他の事業（                      ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１３号様式（経過措置関係） 

 

京都市北部山間移住促進地域助成金世帯別明細書 

 

（宛先）京都市長 年   月   日 

申請団体の住所（主たる事務所） 

 

申請団体の名称及び代表者の氏名 

                    

                  

電話   － 

 

□ 下記の世帯が地域に定着するよう支援しました。 

 

１ 対象世帯 

氏 名 続柄 住 所 移住年月日 
18 歳 

以下 

 世帯主    

     

     

     

 ※１ 助成額上限：大人 人×１０万円＋子ども 人×２０万円＝   万円 

 ※２ 移住年月日：住民票の異動日 

 

２ 支出項目  

支出の内容 金額（円） 

  

（物品の購入に係る経費）  

合  計  

 ※ 物品の購入に係る経費は支出合計の２分の１の範囲に限る。 

 

３ 申請額 

  助成金申請額                    円 

  【参考：過年度交付額】 

       年度                 円 

       年度                 円 

 

 


